
49 

全自日産分会の職場闘争

上井喜彦

序

1 .目的

小論の目的は， 1953年日産争議研究の準備作業として， 1950年から 53年

にかけて展開した全日本自動車産業労働組合(以下， r全自」と略す)日産自

動車分会(以下， r日産分会」と略す)の職場闘争の実態を明らかにすること

にある。

最初に，こうした目的の意味について，簡単に述べておこう。戦後危機の

時代から 1955年以降の高度成長期への過渡期に勃発した 1953年争議は，自

動車産業の戦後労資関係史を二つに区割する分水嶺となるものであり，労資

聞の深刻な対立ゆえに，またこの争議を契機に全自が解散するとL、う事件を

惹起したことをもって，世上に注目された争議である。この争議は， r就業

時聞に於ける組合活動」の制限と， r課長及課長代理の非組合員」化を主張

する会社側(日産自動車株式会社，以下， r日産」と略す)によって挑まれ

た争議であったが，会社の意図は， r経営権の確立」を脅かす全自日産分会

を排除すること，より具体的にいえば当時「生産の主導権をにぎる」などと

称された日産分会の職場闘争を解体し， r職場秩序の確立」を図ることにあ

った。争議は 100日にわたって争われ，結局，日産分会が会社の提案する

「組合活動に関する協定書」を受諾することで妥結した。が，その際， 日産

分会は未だ「生産のイニシァティーヴは……われわれの方に握られているの

だという自信ω」を保持していたという。しかし争議中の借金をめぐる全

自内部の対立と解散 (1954年 12月)，会社による活動家の処分，争議渦中に

発生した第二組合=日産自動車労働組合(以下， r日産労組」と略す)の攻勢

にあい，職場闘争は解体し 1956年9月，日産分会は解散するに至った。し
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たがい， 1953年争議の真相に迫る上で，またその結末の姿を占う上で， r生

産の主導権をにぎる」とされた職場闘争の内実の解明が不可欠の準備作業と

なるのである。

むろん， 1953年争議との関係で、日産分会の職場闘争を問題とすること自体

は，決して新奇な試みではない。事実，日産分会も争議後，職場闘争の在り

方に厳しい自己批判を加えている(2)。また未だ実証的研究をみないが，労働

運動の通史的研究〈めでも，日産分会の職場闘争には大きな関心が寄せられ，

争議敗北の原因を追求する中で極めて示唆に富む論点が提出されてもきた。

が，それらは実証如何を措くとしても，以下の二点を考察しなかった点で限

界があると考える。

第一。日常的規制の形式と程度。「生産の主導権」の掌握如何を考える場

合，何よりもまず職場における生産と労働の日常的規制を間わねばならない

が，その際， rどのように」という形式と， rどの程度」という規制のレベル

の両面の吟味が必要である。日産分会の場合，形式にのみ視角を限定しては，

職場闘争の過大評価に陥るであろう。

第二。職場における日常的規制としての職場闘争一一これは当時， r職場

活動J，I職場委員会活動」などとも呼ばれたーーと分会闘争時の職場闘争の

区別と連関。両者は決して同一ではなく，また無関係で、もない。一方のみを

みたり，両者を混同しては，評価を誤ることになろう。因みに，会社と日産

労組が批判していた(4)日産分会の規制の強さは，ほとんどが分会闘争時の職

場闘争をとらえてのものであった。

小論は，具体的には上記の二点を分析し職場闘争の内実の解明にあてた

い。なお，最初に朝鮮持需下の増産体制と賃金形態を考察するが，それは職

場闘争の根拠を問ういわば基礎過程分析にあたる。

2. 日産分会

次に本論に入る前提として， 日産分会の概要とその運動路線における職場

闘争の位置を確認しておこう∞。日産においては 1946年2月， r従業員組

合」の名で労働組合が結成され， 1947年 8月， I労働組合」と名をかえた。
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日産の組合は産別会議に加わったが，その政治主義に反援してこれを脱退，

1948年7月にはいすず・トヨタと共に全自を結成。以後，全自日産分会とな

る。全自は総評の結成には，その反共主義を批判して中立組合に残り， 1952 

年 10月，ょうやくこれに加盟した。全自は 1950年から 53年の日本経済の

動向を主として特需から MSAという動きでとらえ，自動車産業の直面する

問題を「軍需化するか平和産業としての基礎を築くか的」という方向に集約

し平和闘争をも果敢に闘った。その先頭にあったのが日産分会の隊列であ

る。

さて，日産の組合は発足当初， r職制幹部」の統率する「幹部組合」の色

彩が強かったがの，戦後危機の下， r産業復興」と「経営の民主化J，それを

通した労働者の完全雇用と生活確保を目指し，人事に関する同意約款を含む

大幅な組合規制を定めた労働協約をかち取り，組合主導で「生産復興闘争」

を行なった。当時の日産の経営陣は戦犯を出すなどで役員の交替を繰り返し

トップポリシーの確立すら図れず，それが組合有利の労資関係の根拠となっ

ていたのである。が， 日産分会はド y ジラインによる人員整理の攻撃を受け，

会社側の一方的通告で労働協約を破棄されると共に， 1949年 11月， 1，825 

名の大量解雇を強行された。日産分会はこの人員整理反対闘争の総括をふま

え， 1950年， r労働組合らしい組合的」への脱皮を図るのである。

「労働組合らしい組合」への脱皮は，一つには組合末端役員の職制から大

衆活動家への変化で、あったが，今一つが職場闘争の強調で、あった。確かに，

日産分会の職場闘争，職場組織による闘争は 1948年春の賃上げ闘争以来，

活発化しはじめ， 49 年の「恐慌対策」の労資「共同作業」を経 49 年 10~

11月の人員整理反対闘争で、は極めて激烈に闘われたが， 50年に入って「労

働組合らしい組合」が模索される中で， 日産分会の運動路線に確固とした位

置を与えられる。すなわち， 50年4月の日産分会第9回大会で，職場闘争を

基礎に分会の闘争力をたかめ，この職場闘争と地域闘争を基礎にして全自の

統一闘争を発展させる， という基調が確認された。そして， 1950年8月，朝

鮮特需が開始するという局面の下，こうしたいわば職場闘争路線が， I職場

闘争を基軸に戦争経済の圧迫を排除仰」する， という全自第9回中央委員会
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決定により更に補強された。そして， r 日産では『経営の民主化~ Ii生産を基

盤とした職場活動~ Ii職場闘争』という方針が(1の」あり，その向うべき目標

に「生産の主導権を労働者がにぎる(11)Jことがおかれたのである。

なお，日産分会の「労働組合らしい組合」への脱皮をリードし以後，

1953年争議に至るまで日産の労働者に際立った影響力を及ぼしたのが， 1949 

年λ員整理反対闘争時の日産分会組合長で 50年 4月以来，全自委員長をつ

とめた益田哲夫であった。
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月)を主に参照。

(6) 前掲日産分会『自己批判書(案)J141頁。

(7) 益田哲夫『明日の人たちJI(1954年，五月書房)5-6頁。

(8) r日産旗旬報JNo. 119 (1950年 11月17臼)。

(9) 全自機関紙「全自動車JNo. 86 (1950年8月25日)。

帥前掲日産分会『自己批判書(案)J141頁。

帥前掲益田『明日の人たちJI4頁。

第 1節基礎過程

3. 資料

小論を稿するにあたり，以下の資料を利用させていただいた。信州大学高

梨昌教授所有の裁判資料，元全自中央執行委員原田鐘二氏(トヨタ出身)か

ら提供され東京大学社会科学研究所に所蔵されている全自関係資料，元全自

中央執行委員熊谷徳一氏(いすず出身)所有で東京大学社会科学研究所にコ

ピーが所蔵されている全白日産分会機関紙「日産旗旬報」。その他，何人か

の関係者の方々から資料商で援助をいただいた。これらは全自や日産分会の

動向を知る上で欠かせない貴重な資料であるが，職場闘争の実態を知る上で

は必ずしも十分とはいえない。

そこで，その穴を埋めるべく，全自および日産分会の元役員の方からヒア

リングをおこなった。文中では全て匿名で記させていただくが，忙しい時聞

を割いて根気よくっき合って下さったことに対し厚くお礼を申し述べたい。

1. 朝鮮特需

本節の主題は，全自日産分会の職場闘争を考察する前提条件をつくりだす

ため，特需受注以降の増産体制と賃金形態が労働者に如何なる労働を迫るも

のであったかを検討することにあるが，あらかじめ， 日産の経営に占める朝

鮮特需の位置に簡単に触れておこう。

図1，表1は，それぞれ，戦後10年聞の日産の自動車生産台数と経営指標

を示したものである。 ドッジデフレ下の生産停滞ー+特需第1次分受注 (50

年 8月)後の生産台数の急増，特需打切後(最終納期51年 6月)も動乱プー

図1 自動事生産台数(月産)

(注)(1) 益田哲夫「日産争議・激闘の 4カ月J(11労働経済旬報JI205号， 1953年 10

月上旬号) 8頁。

(2) 全白日産分会『自己批判書(案)JJ(1953年11月)。

(3) 本稿では，以下の文献を念頭に置いている。海野幸雄・小林英男・芝寛

『戦後日本労働運動史』第3編(下)(1962年，三一書房)，大河内一男・松尾

洋『日本労働組合物語』戦後 n(1969年，筑摩書房)，佐藤浩一編『戦後日

本労働運動史』上 (1976年，社会評論社)。

仏) 日産労組『日産争議白書JI(1954年6月)，日産自動車株式会社『日産自動

事30年史J1(1965年，同社刊)。

(5) 以下は， (3)の文献の他，嵯峨一郎「日産争議論序説J(上)(中)(東京大学

教養部『社会科学紀要』第 30輯， 1981年3月， 同誌・第 31輯， 1982年3
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注)1. 日産自動車株式会社『有価証券報告書JI(各期)より作製。

2. ニッザン車は中型の普通トラック・パス・消防車等，ダットサン草は小型

のトラック・乗用車・消防車。但し， 1953年4月以降のダ少トサン車にはオ
{スチンも含む。

3. 破線は期間の月平均。
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表 1 経営指標 (単位:千円)

純 矛日 益
売上高

旧勘定|新勘定
設備投資

1946年 8 月 11 日 ~47年 3 月 31 日 一 6，790 -50，702 一
~ 9.30 - 8，371 -16，518 一
~48. 3.31 - 1，545 - 7，645 

~ 9.30 一 -54，668 48，976 

~49. 3.31 一30，767 36，862 

~ 9.30 1，919，319 323 5，337 

~50. 3.31 2，050，119 66，314 -83，881 一
~ 9.30 2，607，935 15，758 42，889 

~ 12.29 14，747 38，282 一

19生6. 8.11~50.12.29 計 113，3附 28 19，575 一

1950. 12.30~51. 3.31 1，754，327 114，104 

~ 9.30 6，326，035 439，535 144，665 

~52. 3.31 5，040，477 457，626 191，901 

~ 9.30 6，435，879 531，584 299，556 

~53. 3.31 6，052，195 414，763 477，412 

~ 9.30 6，547，141 110，152 416，509 

~54. 3.31 8，442，693 833，496 1，119，146 

注)1. 日産自動車株式会社『有価証券報告書.Jl(各期)より作製。

2. 設備投資は有形固定資産の当期増加額。
3. 1946年 8 月 11 日 ~1950年12月 29日の各欄は，新旧勘定合併に至るまでの仮

決算。

ムで拡大した内需に支えられての高生産台数の維持，そして，その結果とし

ての 49年 10月-51年 9月期の 8千万円の欠損ー→51年 4-9月期以降の毎

期4億円を超す純利益の計上。ここに，朝鮮特需を転機とする日産復興の姿

をみることができるのである。

そこで，特需生産の位置を確かめるため，まず生産台数をみれば，米軍の

朝鮮特需は 50年 8月受註の第 1次分(納期 9月-51年2月)から 51年4月

受注の第 3次分(同 51年 5-6月)までトラ y クを主体に計 4，325台ω，50 

年8月-51年6月の日産の全生産は 14，000台弱であったから，当該期間の

特需生産は全生産の 31%に達する。次に売上高については，資料的制約の
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ため正確な数字を出せないが，特需用トラックは国内価格より割高であり，

また特需には完成車以外に多くの補修用部品を含んでいたことを勘案すると，

特需の売上高への寄与は生産台数へのそれを大幅に上回っていたといえよう。

特需は危機に瀕した日産の経営にとり，正しく“干天の慈雨"となったので

ある。

ところでいま，朝鮮戦争以降の軍需という点で考えれば，以上の特需の外，

警察予備隊 (1950年7月設置， 52年8月保安隊に改組)向けトラックを看過

できなし、。日産のその受注は 50年度 710台 51年度 14台 52年度 914台

を数え∞，特需とかかる警察予備隊向けは民需を圧迫さえした。全自および

日産分会が「平和産業復難」を声高に叫びつづけたのも，ゆえなしとしない

といってよL、。

もっとも，特需によって資金面から好転した 1951年以降の設備投資の本

格化， 52年の外国乗用車メーカ{・オースチンとの技術提携という，いま一

面の動きも見過ごしてはならない。それは，多分に状況追随的ではあったが，

乗用車生産を軸とした 50年代後半からの拡大再生産の時代を準備していく

ものであった。

2. 増産体 制

特需は急激かつ膨大な需要であり， しかも戦争遂行のための需要という性

格上，これを受注する企業は納期の遅延を許されない(3)。したがい，急速に

増産しなければならない。では， 日産の増産体制如何。まず生産設備の側面

から観察しよう。

A 生産設備 日産の生産設備は特需前，次のような状況にあった。①横

浜の本社工場(以下，横浜工場とよぶ)はグラハム・ページ社から一括購入

した多くの専用機・装置を基軸にライン化しすでに第2次大戦前に日本の

機械工業有数の流れ作業体系を誇っていた。が，自動コンベアによる流れ作

業職場は組立工程のみであり， r作業の進行に関してこれを機械力によって

強制的に統制するω」国有の意味での流れ作業体系は未完成であった。した

がい，作業の進行は労働者の作業能力と意欲とに依存するところが大であっ
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た。しかも，②これらの機械・装置は戦時中の酷使のため著しく老朽化し(5)，

その操作にあたり，労働者の作業能力に依存するところを一層大きくさせて

いた。労働者からみれば，このことは劣悪な作業条件における危険な作業を

意味じた。さらに，.@戦時中の工場疎開で主力工場が分散したばかりか，敗

戦後は占領軍によって横浜工場・鶴見工場の相当部分の接収を受け，流れ作

業による集中生産が阻害されていた。

以上の状況にあって， 日産が特需生産のための設備対策としてさしあたり

遂行したのは，生産集中のための横浜工場への設備の集中と同工場内各職場

の設備再配置であった。が，接収下においてiこのことは機械の極端な密集

を意味する。また， 51年以降に拡大した設備投資も接収が解除される 55年

までは，既存の技術的基盤を前提とした老朽化設備の更新という性格が濃く，

しかも部分的であった。試みに， 52---3年の横浜工場およびその 2つの工程

をとると，以下の如くであった仰。

【全体的状況】 「かつて日本のフオ{ト工場と宣伝したこのエ場も敷地の半分を接

収されているので，なかはせまくて機械がぎっレつまっ℃おり，通路もやっと人がす

れちがえるくらいJ。
【鍛造】 自重ハンマ{からスチームハンマーの段階にはいっているが，プレス化へ

の変化はまだである。「炉の中から 3~4寸もあろう太さの真赤な鉄棒を身のたけ程
のヤットコでつまみ出し，ガンと一撃蒸気ハンマ{で叩きのばしτ所定や部品に仕上

げる」が， rガタガタの機械のボルトがとんだり，ハンマーが倒れることもある」。

【機械加工】輸入専用機が作業順に並んでいるが，機械の r8割方はガタガタセJ，

しかも「密集しておりJ，作業に困難を伴う。また，流れ作業といっても F自動化さ

れている工程は少f……シリンダ「プロックの加工ラインにしても， 40賞近い重量

部品の移動は手でロ{ラ{の上を押す」。

B 労務体制 日産が特需の受注にあたって実行した対策，それは何より

も労務体制上の措置であった。具体的に列挙すれば，次のとおりである。

①残業。増産計画にあわせ， 50年 8~1O月は最高週 3 日 1 日 2 時間， 11

~12月は週 4 日 1 日 2 時間という枠で残業計画を実施したの。

②変則勤務。 50年8月，就業規則を変更し一直制，交替制を設けた。

「ー直制は夜間勤務，定時間勤務，特定時間勤務があり，交替制には二交替

制jと三交替制がある。〔中略〕 さしあたり[横浜工場では]機械工場に二交

表2 男女別臨時工増減

男 女 言十

1950年6月 239 
9 697 
10 489 
12 一 965 

1951年3月 961 
7 1，079 116 1，195 
9 913 72 985 
12 889 67 956 

1952年3月 893 66 959 
5 907 64 971 

注)1. 日本産業労働調査局『産業労働調査月報JI1950年11月

号，労働調査協議会『調査情報JI1952年7月号による。

2. 1951年7月から 9月にかけての減少は 7月21日，組

合の要求により 182名が本工化されたことによる。

替制・…・・，鍛造，庄造，鋳造部門に三交替制・…・・が実施された(8)J。
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③応援，配転。人員不足をカバーするため，まず社内の応援，配転を行な

った。吉原工場以下各工場から「本社及本社工場へ」の転入は 50年中に

365名に達した例。

④臨時工採用。より強力な人員措置として， ，50年8月以降，臨時工の採用

を増した。 51年夏のピーク時には，表2の如く，その数 1，000名を超した。

臨時工の約半数は横浜工場に集中し機械加工と組立工程に重点的に配置し

た(10)。

では，日産は以上の①~④のうち，何を重点的措置としたのか。特需の先

行きの見通し不安と人員整理後ということで，この会社は機械・設備の合理

化・拡充や人員補充によってではなく，より端的に残業という伝統的手段に

訴えた(11)。他はこれを補完する措置であった。そして，われわれが看過し

てならないのは，例えば51年3月に日産分会が職場要求を集約した結果に示

される如く (12〉，職場では「生産設備不均衡によるシワ寄せ残業」や「材料

入手不円滑によるシワ寄せ残業」に強い不満の声があがっていたことである。

正しく残業こそは生産体制上，労務体制j上の全問題の集約点であった。
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以上， 日産分会の職場闘争が横浜工場を主舞台とし，残業規則を基軸に展

開する根拠が読み取れよう。

3. 賃金形態

1950年以降の職場における労働の在り方を考える場合，さらにわれわれは

賃金形態が強要するところのものを探らねばならない。

表3は日産の賃金構成を示したものである。日産の基本給はいわゆる総合

決定給だが(13)，第一に気付くのは，構成比僅か 6.4%とL、う基本給の極端

な低さである。が，臨時手当が基本給を補完する位置にあり，これは基本給

表3 賃金構成 (1950年12月現在)

項 自|金額(円u構成比 ω
基 基 本 給 963 6.4 

準 臨時手当 4，396 29.3 

特別手当 816 5.4 
賃

家族手当 2，784 18.6 

金

言十 59.7 

生産奨励金 3，589 23.9 

時間外勤務手当 1，380 9.2 
基 特別割増手当 843 5.6 

準

外
詮塵手当

職務手当
243 1.6 

賃 その他の手当

金

計 40.3 

メ日込 計 100.0 

注)1. 日産自動車株式会社『有価証券報告書』第27期

(自昭和21年8月11日至昭和25年12月29日)pp. 22-

3 t;こよる。

2. その他の手当とは，以下の通り。守衛勤務手当，

看護手当，宿直勤務手当，通訳手当，医師手当，珪

肺者地区療養手当。
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に一定の倍率を乗じた賃金であった。特需受注以降， 50年12月のこの頃は，

倍率は 4.6であった。

第二に注目されるのは，プレミアム(生産奨励金)の構成比の高さである。

そして，このプレミアムこそは，戦後の「民主化」によりかつての軍隊的な

労務管理がとれなくなった段階において，また未だ完全には「作業の進行に

関してこれを機械力によって強制的に統制」できない段階において，より高

い賃金を得ょうとする労働者の欲求を刺激して労働強化を実現する，必然的

形態を具えていた。そこで，各労働者の受け取るプレミアム(月額)の計算

式をみれば，以下の如くである(14)。

プレミアム=基本給x(基本率x6+附加率x4) x 実働時間
月間所定実働時間

上式を展開すれば，プレミアムは「基本率」関係部分と「附加率」関係部

分の二つからなることがわかる。まず前者をみれば， r基本率」とは標準時

聞を定めた作業集団毎の能率により算出される率であり，労働者は直接，準

直，間接のいずれかに区分され，準直，間接は各々直接の「基本率」の90%.

70%と定められている。そして， この「基本率」はロ{ワン制の割増率。め

の分母をかえた式，基本率=(標準時間一実際作業時間)/実際作業時間〈同

と考えられるものである。一方，プレミアムの算式末尾にある月間所定実働

時間は 175時間，分子の実働時間は残業の場合.1時間を1.25時間として計

算する。

以上，要するにこの部分は，標準時聞を用いた作業集団毎の団体時間割増

制をその形態とするものであり，各労働者が大きな配分に与ろうとすれば，

集団としての能率をあげる(=労働強度の高度化)と共に，残業を増やさな

ければならない性格をもつのである。

次に「附加率」関係部分を説明すれば， r附加率」とは全社の従業員一律

に適用される率であり，部品まで含めて全てダットサン車に換算した換算台

数をもとに，附加率(%)=(換算台数一基準台数)/20 として計算する。つ

まり，基準台数を超す換算台数2ゆ台につき 1%ずつ増すわけである。基準

台数はこの時点で 500台であったから，結局，各労働者は 500台を超す 1台
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毎に，基本給xO.002x実働時間/月間所定実働時間 の額を受け取ること

になる。以上，この部分は企業を単位とした出来高制をその形態とする。そ

して，生産設備・生産方法を一定とすれば，生産台数は労働時間・要員・労

働強度で決まるから，この部分は労働者に作業能率向上を，そして，より以

上に残業を迫るものであった。

，プレミアムは，上述のようなこつの形態からなり，労働者に長時間労働と

高労働強度を迫るのである。ところで，この場合， 50年 7月に旧標準時間か

ら新標準時聞に切りかえられGの(10%強の切り下げ(11¥乃，特需後はプレミア

ムの「附加率」関係部分の比重が高まり，残業に対してより刺激的になって

いたことに"留意を促しておきたい。したがい，残業規制は，相当な能率向

上でカバーされざる限り，直ちにプレミアムの減額を意味するのである。こ

こに，残業規制が賃金闘争へと連動する根拠が存在する。

(注)(1) 前掲日産『日産自動車30年史Jl226頁。

(2) 自工会調べによる(日本経済調査会『日本経済四季報』第4集， 1954年，

大月書広， 108貰)。

(3) トヨタの例では，納期の遅延に1日1%の値引きのベナルティが課せられ

たという(木村敏男『日本自動車工業論Jl1959年，日本評論社， 133頁)。

件) 田杉競・森俊治『生産管理研究Jl(1956年，有信堂)106頁。

(5) 奥村正二『現代機械技術論Jl(1949年，白揚社)253頁以下に，敗戦直後に

おける日産の生産設催の老朽化が詳細に記されている。

(6) r日産旗旬報JNo. 165 (1952年6月11日)，天達忠雄・坂寄俊雄編『日本

の労働者Jl(1953年，東京大学出版会)39由 42頁。

(7) 前掲日産『日産自動車 30年史，J229頁。

(8) r日産自動車の労働条件J(日本産業労働調査局『編産業労働調査月報』第

5巻2号， 1951年2月)19頁。就業規則については，事務部門総務文書課

『会社規定集Jl(1952年7月1日)参照のこと。

(9) 前掲日産『日産自動車30年史Jl227-8頁。

帥前掲「日産自動車の労働条件J18頁の表参照。。1) 1950年12月の対談における日産技術者奥村正二の発言をみよ (r日本産業

構造の変動一一合理化・貿易・特需・蓄積J11経済評論Jl1951年2月号， 32 

頁)。

同 「日産旗旬報JNo. 125・126合併号 (1951年3月11日)。

帥 日産自動車株式会社『有価証券報告書』第27期(自昭和21年8月11日歪昭

和25年12月29日)22頁参照。
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同 プレミアムの算式に関する説明は，以下を参考にした。前掲日産『有価証

券報告書』第27期， 20-1頁， r日産旗旬報JNo. 114・115合併号 (1950年

9月29日)，同紙・臨時号 (1950年9月29日)，全自調査部編『調査情報』

No. 5 (1951年11月10日)123-5頁，同誌・ No.6 (1952年4月5日)117-9 

頁，同誌・別冊 (1952年10月5日)60頁。

同 ローワン割増制については，三戸公・鈴木辰治・上回鷺訳『タウン，ハル

セー，ローヲンーー賃金論集Jl(1967年，未来社)126頁以下参照。

帥 「基本率」の計算式の根拠は次のとおり。①1950年9月21日付の基本賃金

引上に関する会社の「回答」の中に，能率向上を 30%と仮定した場合の「基

本率」を 30/100とする説明があること (r日産旗旬報」臨時号， 1950年9月

29日)，②前掲日産『日産自動車 30年史Jl228頁に， r能率=標準時間総計X

100/直接時間総計」とあること，以上である。したがって， 11日産自動車30

年史Jl294頁が， r基本率」の算式を示さず，これを単に「戦前の方式に準じ

た制度 (1/3保障ハルシ{式)Jと断じているのは，誤りである。「基本率」に

ハルセ{制を適用すれば， (標準時間一実際作業時間)+K[K:定数)，とな

るはずだから，①，②と整合しないのである。

問 「日産旗旬報JNo・114・115合併号 (1950年7月11日)。

U8) 前掲日産『日産自動車 30年史Jl228頁掲載の図より推算。

第2節職場における日常的規制

本節においては，前節を前提とし， 1950年以降における全自日産分会の職

場闘争の実態を明らかにする。その際，職場闘争の主舞台であった横浜工場

を主たる対象とし各職場に共通する特徴点を析出することに主眼がある。

1. 職場組織

A 職場組職 「全自動車のなかでも， 日産分会は，もっとも戦闘的だと，

いわれていた。日産分会の特徴は，その『職場組織』制度にあった(1)Jとい

われている。そこで，まず職場組織を説明しよう。職場組織については，

1950年 11月 25日発効の「全白日産分会規約」の「第3章機関第2節執行

機関」の第 22条にこれに関する規定が置かれているω。しかしそれは組

合結成以来，一度も修正を受けずに残っているものであり， 50年以降の職場

組織の実態とは講離している。かかる事情から日産分会も 1953年 12月の大

会で規約改正をおこなっている。この規約改正は， 53年の百日争議で、現われ
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た職場組織の弱点を補うものでもあったが. 50年以降の実態を反映している

ので，この規定をもとに職場組織の要点を記せば，次のとおりである(3)。

職場組織の任務(第 25条)。規約は職場組織の任務として.r組合意思の

執行にあたると共に与えられた権限内で労働条件その他につき会社と交渉し

また職場独自の問題について意思の決定を行い，且つ職場開の連絡をとって

自主的な活動により組合の活動を大衆化し，組織の強化にあたる」と定めて

いる。ここで，職場とは会社機構上の課にあたる。

機関(第 26条)。次に機関としては. r職場の最高意思決定機関」として

の職場大会と「常時職場の意思を決定する」職場委員会を置く。職場大会は

「職場委員長がこれを召集」する。

役員(第 27条)。各職場では「組合員の直接無記名投票により」職場委員

長 1名，組合員約 10名につき 1名の割で職場委員を選出する。「職場委員長

は職場大会，職場委員会の議長となり，職場委員長会議に出席し，組合役員

と共に会社との職場交渉の責任にあたり，その他職場の諸活動を統轄する。」

以上が職場組織に関する主要な規定であるが，全工場・支部の 50~53 年

の職場組織はまだこの規定通りになっていたとはいえない点もある。そこで，

横浜工場のより具体的状況をみれば，以下の如くであった∞。

「職場委員会は，職場の大小(小は 20名未満から大は 300名以上)に応じて最低5

名から 20名で構成される。これは最近完全に選挙によって出されるようになった。

職場委員会の責任者は職場長(=職場契員長〕である。かつて上意下達機関であった

ため大会代議員のいる職場では代議員が職場長になる。はじめの頃は職制が多かった

ようであるが漸次活発な合活組動家に変ってきている。いまでも 10年くらい勤続の

熟練工で人格的にも信用されている者が多い。〔中略〕職場委員会の数は横浜工場と

本社で37あり，これら 37名の職場長と三役，本部常任で職場委員長会議が開かれる。

〔中略〕職場委員長は課毎に組織されているため，関係する部を中心にプロック会議

が8つあって，中間的な機能を果している。J(1951年)

以上に瞥見した職場組織につき，行論との関連でいくつか注意しておく必

要があろう。第一は，職場労働者が直接参加する末端の機関は職場大会であ

るが，その規模が大きく，日常的な意思決定を行ないえないことである。

したがって，第二に注目すべきは職場委員会である。職場委員会こそは常
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時意思決定し， 日常的な活動を担うのであり， 日産分会はこれを実質的に交

渉権を有する組織たらしめようとしていたのである。組織からみると，日産

の職場闘争は職場委員会がこれを日常的に推進するといえよう。

第三に目をひくのは，職場委員長の権限が極めて大きいことである。彼は

会社との交渉にあたる責任者であり，その他職場の全活動の統轄者である。

実際.r職場委員長の選挙は代議員や常任委員の選挙より重要視します。組

合長級ですよ。非専従で，職場活動の先頭に立つのですから∞」と伝えられ

るのである。そして，職場委員長はそれに相応しい組合活動家が選ばれてい

た。

B 職制機構との関連 ところで，次項以下の職場闘争を理解する上で，

職場組織と会社の職制機構との関係に触れておく必要がある。日産において

は，敗戦当初，現場職制として課長のもとに区長一証長が置かれていたが，

1947年8月，係長一組長制に改編された向。こうして，工場レベルの職制機

構は工場長一部長一課長一係長一組長となったが，重要なことは，中間管理

者として係長以下の現場労働者を係長以下を通じて管理・監督する立場にあ

る課長までが，日産分会の組合員だったことである。このことが戦後危機の

下では決して特異な現象で、ないことは. r戦後労働組合の実態」調査が解明

済みであるがの， 日産の場合，組合員資格の縮小を図る労働組合法改正法が

公布され (49年6月).また人員整理反対争議が組合の敗北に終ったにも拘

らず，変化がなかった。この組合員資格は，課長層までが職場大会等の内部

運営を通じて職場組織に規制されるという問題を，提起するのである。

2. 職場交渉

では， 日産分会の職場闘争の実態如何。今日まで r日産分会の職場委員

会とその活動は当時きわめて注目され仰J.rこの職場委員会は臼常の生産と

労働について決定権をもち， ラインスピ{ドの管理・残業・配転・要員など

は，この職場組織をとおさずには決められなかった明」と論じられているの

で，われわれはまず，職場委員会が「日常の生産と労働」をどう規制してい

たか。その形式と規制のレベルを，以下，具体的な項目に分けて順次説明し
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ょう。

A 残業 まず，残業規制を考察しよう。これは，第 1節で検討したこと

から，また現実に「残業を掘り下げる中に生産計画，設備，人員，外註内製

問題，職制の無計画性などがでてきますしまた，もっと大切なことは残業

の中に資本家の合理化攻撃が潜んでいるということがよく解ります(1(jりと

いうことで，当時，最も重視されていた。したがい，残業規制を単に残業の

みに関わるものとみることは誤りであるが，さしあたりは，問題を整理する

ため，残業の規制如何として扱おう。

そこで最初に，残業の枠を確認しておくと。 50年 8~10月は週 3 日 1 日

2時間， 11~12月は週 4 日， 1日2時間であった(以後の枠は不明)。これは

会社側の提案に対し，分会が各職場の残業全てに適用される最高限度として

主張し認めさせたところのものであった(11)。

では，職場組織はどのように残業を規制するか。その形式をみよう。まず，

計画残業の場合， i組合幹部が月始めに会社と生産協議会をやって，生産計

画の一般と問題点を職場委員長に報告する。職場委員会はこれを一応呑みこ

んで毎週の残業協定をやる(1め」。機械の故障等による突然残業も，その都度，

残業協定を結ぶのである。この場合，注目すべきは， 49年の「恐慌対策」の

経験と分会の強力な指導によって，極めて厳密な手続きが勝ち取られていた

ことである(13)。すなわち，残業は課長から職場委員長あてに文書で提案さ

れねばならなし、。そして，それには必ず残業の理由を明示しなければならな

いのである。一例をあげると，以下の如くであった。

昭和28年2月20日

職場長殿 鍛造課長⑪

ー突然残業の件

標記の件， Y君のアイビームセンターコイニングダイ工合慈きため工具製作に依頼

した型が4時頃出来ますので5名 2時間残業で型のテストを致し度提案致します。

尚アイビームセンタ{は@切換部品で3月 1日迄に第一機械に送らねばならぬ特急

部品に付至急型の良否を決定致さねばならぬため。 以上

職場委員長はこうした提案を職場委員会に諮り，ここで OKということに

なれば，残業協定を結ぶ。この場合，協定の書式まで定まっていた。各職場
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の職場委員長および担当の分会常任委員の捺印欄があり，捺印のない残業は

実施できないのである。もっとも，担当常任の捺印は形式的で、あり，職場委

員長の捺印があれば自動的に捺されていた。分会執行部は各職場の残業が枠

内に収っているかどうかをチェ y クするが，これは各職場の協定を集計した

表で一括承認する形で、事務的に処理されていた。

以上の如く，残業協定の締結権は実質的には完全に職場レベルに降りてい

たのであり，この手続きでみる限り，職場委員会，とくに職場委員長は残業

に関して極めて大きな発言権をもっていたといえよう。

では，残業に異のある場合，職場組織はどう規制するか。判断を職場大会

に委ねることもないではないが，職場委員長は直ちに協定を拒否するか，職

場交渉に入る。職場交渉は職場委員長個人，あるいは職場委員会が部課長と

行うのが普通であり，場合によっては，この交渉に担当常任や副組合長も加

わることがある。実際には，課長の残業提案が何の問題もなく簡単に協定化

されることは稀であったから，上述の交渉を省略した協定手続きも職場交渉

の一分枝とみるべきだろう。つまり，職場組織は残業に関L.，交渉権を有し

ていたのである。

そこで次に，職場組織が現実に残業をどの程度規制していたかが，問題と

なろう。資料面の制約が大きいので確たることは言えないが， 1949年 4~6

月の 1人当り残業時間は月 25.4時間，これに対し 50年8月のそれは月 7.6

時間だったので(14)，少くとも特需を受注した 50年 8月には，相当強力な規

制を行なっていたとみることができる。が，この数字は全社の平均であり，

工場開・職場聞に相当アンバランスがあったことを考慮しなければならない。

実際， 51年初頭の組合機関紙に， i現在職場開のあるいは職種別の労働時間

の不均衡が実収入の不均衡となって問題を起している(1の」との記述がある。

また， i単に“金がほしい"ということからして無理な残業でも好んでやりた

いという考えの人がいるJことにしばしば警告が発せられていること(16)，

第 1節にみた如く， 51年3月段階で現場労働者の聞に残業に対する強い不満

が表明されていることからみて，残業規制は必ずしも十分とはし、えなかった

ように推察される。とはいえ，相当強力に規制していた職場もある。例えば，
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1953年3月 17日付の会社が組合に送った文書には， rオースチン組立工場へ

の応援申込及第 1製造部，第3製造部の残業申入れについても職場で拒否さ

れて進展しない状況であるから経協の議題と致度い」と書かれているのであ

る。

なお，休日出勤，変則勤務等に関する規制も，その形式は残業の場合と同

様であった。

B 応援，配転，要員応援，配転の場合もその実施の為には，会社は

残業と同じ手続きを踏んで職場組織の承諾を得なければならない。ただし

応援，配転の場合は転出転場にシワ寄せがゆき，残業等の問題を惹起するお

それがあるので，会社はまず転出職場の職場委員長の承諾を求め，その上で

転入職場の承諾を得る必要がある。応援，配転が工場聞にまたがる場合は，

更に支部の承諾が必要なのである。

次に要員についても，又，同じ手続きを踏む。応援，配転の場合，職場委

員会は，移動することで条件が悪化しないことと該当者の希望を尊重するこ

とを一応の基準としていたが，要員については，本工採用による増員という

ことが分会の方針となっていた(17)。以下は東京製鋼所の事例だが一一回ここ

は製鋼のみで，人員数も 400名程度と少いため，交渉は支部と所長の間で行

なわれる一一， これを示してL、る。

昭和26年 5月12日

東京製鋼所長殿

増産体制に伴う人員補充及勤務制変更の件回答

首題の件につき支部の態度を次の通り回答する。

東京支部長

(ー)人事補充については組合は従業員採用を要求するが止むを得ず臨時労働者補充を

不満であるが承認する。但し従業員採用の基本方針につき変更はないことを認識し，

従業員として採用する様会社は今後努力することを申入れておく。

に) 勤務制変更については設備不充分であるが承認する。

〔以下略〕 以上

次に規制の程度をみれば，この事例に示される如く，組合は採用の形態ま

では未だ規制しえていない。臨時工採用の拒否が労働強化となってはね返る

ことをおそれたためで、ある。そこで，組合は分会として，増大した臨時工の
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本工化を主張し 1951年 7月21日， 52年4月21日， 53年3月31日と，順次そ

の実現をかち取った。

C 賞罰，昇進人事次に賞罰と昇進の規制をみよう。この二つは，戦後

危機の下で労働運動が人事問題につき発言権を行使せんとしていた時代にも，

解雇問題などと対比すると， rはるかに関心の程度が低い(18)Jと評されるも

のである。これに対し臼産分会では，関心の程度はともかく，懲戒は一定の

手続きの下に規制しようとしていた。それは支部・工場レベルの問題として

扱われたが，参考のために説明を加えると，次のとおりである。本社・横浜

関係では分会本部があったことから，専務取締役から組合長あてに，他は工

場長から支部長あてに文書で、提案される。これに対し，横浜では本社・横浜

関係の常任委員会に職場委員長を出席させ，応諾を決め，そして回答する。

この場合，組合の主張は懲戒の軽減であった。この点で組合は執劫であり，

例えば， 1951年8月の吉原工場Yのケースでは，懲戒解雇から論旨退職に減

ぜられた(19)。

では，昇進人事はどうか。この問題は，職場，支部，分会本部のどのレベ

ルにおいても， 日常的規制の枠からはずれていた。組合は職制を統制下にお

こうとしたが，その人事にまでは関与していないのである。聴取り調査の結

果では，昇進人事は「経営権院属する仰りという屯のであうた。

D 労働強度 労働強度は職場組織が残業規制を行なうなら，要員措置が

ない限り，必ず直面しなければならない問題である。それは，プレミアムに

よって強要されるところでもあった。実際，すでに1950年秋の基準賃金引上

げ闘争の際，分会は，残業規制をして r8月の生産台数をあげ」たことによ

り「時間中の作業が強化されたことはいうまでもなし、J，と主張じていた(21)。

では，職場委員会は労働強度をどのように規制していたが。この場合，労働

者に作業を「機械力によって強制的に統制する」組立工程のラインスピード

の規制が特に重要だが，労働強度， ラインスピ{ドについてはこれを直接と

りあげる交渉の形式は存在しない。が，生産台数は要員，労働時間，労働強

度の 3つで決まるから，生産計画が定まり，残業と要員について交渉すれば，

実は労働強度， ラインスピードの大枠についても間接的に交渉していること
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になる。むろん，残業等の交渉の中で職場委員会がラインスピードにも直接

発言していることも，考えられないではない。が，聴取りの結果では，ライ

ンスピ{ドへの直接的発言については否定的であった。中には，ラインスピ

ードは“経営権だ"と答える人もいた。

では，こうした間接的形式で職場組織はラインスピード，労働強度をどの

程度規制していたろうか。横浜工場の組立ラインはA，Bの2ラインからな

るが，特需受注以降，徐々にスピードが速くなったと伝え聞く。注目すべき

は，組立職場の次のような発言である(22)。

「今まで2時間残業で 33台上げていたものを 6月からは定時間で 33台と懸命の努

力を払っている組合員の意見もきかず 18名を減員した上生産台数を 35台に上げて欲

しいといって来たのである。〔中略〕一度は怒ったが， しかし職場を守り， 日産を守

り，自動車産業を守り抜くという意味で， この問題には真剣に取ッ組んで行く覚悟で

いる。この尊い労働者の心情は致底経営者の考える 2・3が6式の金銭づくとは比較

にならぬ価値をもっている。J(1952年夏)

この「職場を守り……」というくだりには，いわば“生産の主人公"意識

とでもいうべきものの発揚がみられる。これこそ，組合結成以来の「産業復

興」闘争を支える労働者の意識であった。が，それが労働強度の規制をセー

プしていることも着て取れるだろう。ラインスピード，労働強度の規制は，

普通考えられているより相当低いといわざるをえない。

E その他次に，その他職場労働者の不満や要求の実現如何を考えよう。

まず，組合員の職場の労働生活に関わる要求，不満をみると，残業の他，生

産設備に関するものが大半を占めている。例えぽ， 51年 3月に日産分会が集

約した前出の職場要求をみると (23)，作業場を拡げろ(機械・営繕)，珪肺対

策(鋳造，機械修理)，設備の拡充(営繕，鶴見)等があがっている。また

残業に関する不満としてあげられているものの中にも，前にみた，生産設備

不均衡によるシワ寄せ残業反対(鍛造，圧造)のように，生産設備に関する

要求が絡んでいるのである。かかる要求は，残業に関する交渉の過程で実現

が求められる。すなわち，前述のように，残業提案には必ず理由が明記され

ねばならないが，職場委員長は協定に印を押さず，課長との交渉に入り，

「残業を掘り下げる中に生産計画，設備，人員，外註内製問題，職制の無計画
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性」などについての要求の実現を求め，課長の権限内で実現で、きるものは実

現させ，実現できないものについては，課長に上申させるか，或いは対部長

交渉を行なって実現を図る。職場組織が強力な職場では，こういう交渉の場

で、何らかの努力の約束がなければ，職場委員長は残業協定に印を押さない。

もっとも，生産計画は全社レベルで、決ってくるから，その変更は困難だが。

ところで，以上のような交渉の外，職場委員長は様々な場で発言し，要求

の実現を図っている。例えば，職制の係長会議には職場委員長は出席して，

発言している。また，班長会議には職場委員が出席することもある(24)0 さ

らに，職場委員長は課長に対し日常的に接触して職場の問題を話し合い，課

長もまた，残業協定をスムーズに進めるため，職場委員長に事前に打診する

というのが通例であった(25)。こうして，職場委員長，職場委員会は，およ

そ「日常の生活と労働」に関するほとんど全ての問題に関与していた， とい

ってよい。したがって，規制の程度は別にして，確かに，この職場委員長・

職場委員会をとおさずには職制は何事も決められなかった， といえよう。

3. 職場大会・職場集団交渉

「日常の生産と労働」の規制を考える場合，次にわれわれは，職場労働者

自身が参加する職場大会と職場集団交渉を検討しなければならない。職場大

会は，職場委員会では判断を下せない問題が生じた場合，あるいは一般組合

員からの要求にもとづき，職場委員長がこれを召集する。この職場大会は，

日産分会の闘争時でもない限り，通常は昼休みか終業後に聞かれる。そして，

ここに組合員たる課長が出席し一般組合員は直接課長に説明を求め「協

議」する。こうして，要求の実現を求めるわけで、ある。が，普通は，課長が

組合員であることを考慮して，彼への追求という形には進まない。職場大会

の決定をもって，職場委員長が対部長，ないし対工場長交渉を行なうのであ

る。そして，この交渉で、決着がつかなければ，一般組合員全員の参加による

職場集団交渉に発展する。この場合，職場委員会による交渉は就業時間内に，

職場集団交渉は時間外に行なわれるのが，いわば平時の通例であった。以下

は，その実例である(26)。
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【1952年秋，横浜工場設計部管理課の事例】 53年度の新型の図面を大量に発行する

たみ 1日2時間づっ 1週間3回の残業が約2ヶ月にわたってつづけられた。が，

ついに疲労から残業しない者が続出l..-，会社側との交渉がもたれた。会社側の出席は

部課長ほか，担当重役，人事部調査課長代理。組合側は，就業時間中は職場委員長，

職場委員のほか，副組合長，担当常任。説業時間後は課員全員出席。 この課の仕事の

態爺u上の欠陥をついて人員の補充を求め， r 2ヶ月聞苦しい残業を続けて真面目に働

いてきた組合員の気持を無にするな」と主張した結果，ついに担当重役が努力を約束。

結局，翌日からアルバイト学生11名が当面の補充として傭われたが，更に交渉をもち，

新卒生採用時にアルバイトにかえ正規の人員を補充する旨の約束をかちとった。

この事例にみられるとおり，職場集団交渉は極めて強力な要求実現の手段

であった。また， 50年春には，精密工具課の職場大会で課長の不信任が決定

され，本部交渉にもちこまれた例がある(Z7)。この交渉は， r人事の件は組合

干渉を許さぬ」とする会社の態度にあって難行しまたその結着も不明であ

るが，職場大会では職場委員会の活動では踏み込めなかった領域にまで追求

の手が伸びていたいるがわかろう。

以上のごとく，職場大会・職場集団交渉は一般組合員が参加する，職場闘

争の最高の形態であった。とはいえ，機関紙の記事をみても， ヒアリングの

結果でも，職場の日常的規制という点では，かかる職場大会・職場集団交渉

にまで進むケ{スは少し、。それは，むしろ，分会闘争時に華々しく闘われる

形態であった。先の精密工具課の例も，実は49年の人員整理反対闘争中の課

長の発言をめぐって勃発したものであり，いわば戦後処理的性格をもっ特異

な事例ともいえるのである。

以上， 2. 3.で職場組織による「日常の生産と労働」の規制如何を考察し

た。そこで，ここで要約を与えると共に，一，ニ，追加説明を加えておこう。

第ーに，職場大会・職場集団交渉へと発展する可能性を秘めつつも， r日
常の生産と労働」に関する規制は職場委員会が行なっていた。この場合，残

業をめぐる交渉が最も重要を位置を占めていたが，それは残業に生産体制，

労務体制上の全問題が集約していたからである。

第二に，職場委員会は「日常の生産と労働」に関わるほとんど全ての問題

に発言権をもっていた。が，規制の程度は必ずしも高くない。特に昇進人事，
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労働強度はそうである。ー

第三に，こうした日常的規制においては，職場委員長が重要な役割を果し

ていた。例えば，日く〈明。「突然残業の必要がおこると，部課長は眼の色を

かえて職場長をおっかけまわず。『きみ xx君はどこへいったかね?はや

くつかまえなくちゃ困るんだがなあ……』ーー一職場長から印をもらわなくて

はならないし，残業命令が出せないと，生産減で会社の生産会議で重役から

とっちめられるし部課長たるもの，またつらいかなであ'るoJ

第四に，職場委員長は非専任であるが，その役割を果すため，勤務時間内

に活動する権利を勝ちとっていた?例えば，職場委員長会議も勤務時聞に拘

束されずに聞かれていた(29)0 この場合，彼のプレミアムの計算における実

働時聞が問題となろう。それは，所属職場の稼動時聞が単純に適用されてい

た(3の。一方，彼が「ひんぴんと職場を空にするために，生産報償金[=プレ

ミアム〕の率〔ー「基本率JJに悪影響をおよぼすことがないような，間接部

門の職種に配置がえするとかJr動きやすい職種に臨時に配置転換してもら

うように，部課長と交渉した(31)oJ 職場委員会も勤務時間内に開かれること

が多かったが，その際の実働時間の計算は職場委員長のそれと同様である。

第五にでは，こうした職場闘争の確信はどこからくるのか。それは，労

働強度の規制に関して触れた， 日産労働者のかの意識である。益田の言では・

「労働者の生産力こそ，建設の基本だということと，日本およびわれわれの，

産業を取りまく情勢の判断からして職制の力では，もはやどうにもならたい

という点と民主的なものの強さ問」である。もっとも， r職場を守り， s産
を守り，……」という労働者の意識は，労働強度の規制をセ{フ'する方向に

も作用しかねない性格をもっていたのである。

だが，第六に，労働強化の規制をセープする労働者の意識のより大きい問

題は，職場闘争の焦点となっていた残業規制にブレーキをかける，より高い

賃金，具体的には高額のプレミアムにありつこうとする，かの欲求であった。

したがい，われわれは，次にプレミアム闘争，賃金闘争中の職場闘争の検討

へと進まねばならない。
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(5) 益田哲夫「職場討議と職場闘争J(社会主義協会『社会主義』第25号， 1953 

年 6月)27-8頁。
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何回 前掲益田「職場討議と職場闘争J25-6頁。

帥 「日産旗旬報JNo. 118 (1950年10月1日)。

制 1949年の「恐慌対策」では，組合の提案により，中央，工場，職場(中央

経営協議会，支部経営協議会，職場生産協議会)の各レベルで労資「共同作

業」が進められ，その結果をもとに8月1日より残業規制が行われた2'本
社総務部長名の 8月2日付「時間外勤務規則実施要項」によると，残業には

各レベルで協定手続きを要することになっている。 これは，時間外勤務につ

いての組合の承認権を規定した労働協約第 13条がその裏付けとなっていた

が，無協約状態になってからも，日産分会はこれを慣行として守らせたので

ある。日産分会元常任wr変則勤務の協議についてJ，日産分会元常任zr日
産における組合の職場活動，特に職場交渉について」参照。以下の説明も

この二つの文書によるところが多い。なお， 1949年の「恐慌対策Jに関して

は，さしあたり，前掲嵯峨「日産争議論序説J(中) 135頁以下を参照された

L 、。
(14):帥 「日産旗旬報」臨時号 (195Q年9月29日)。

同 「日産旗旬報JNo. 123 (1951年1月11日)。
(16) r日産旗旬報JNo・118(1950年10月1日)，同紙・ No.124 (1951年1月22

日)。
帥例えば， r日産旗旬報JNo. 135・136合併号 (1951年6月27日)をみよ。

同吾妻光俊『労働協約.!I(経済評論社， 1949年)168-9頁。

同 1951年8月12日付「人事懲戒に関する協議の件」。

側全自元常任T氏談。

同 「日産旗旬報JNo. 167 (1952年7月15日〕。
帥 「日産旗旬報JNo. 125・126合併号 (1951年3月11日)。

帥前掲全自調査部『調査情報.!INo. 5， 150頁。

帥全自元常任K氏談。
同前掲日産分会元常任zr日産における組合の職場活動，特に職場交渉につ

いて」。

制 「日産旗旬報JNo. 111 (1950年6月11日)。

倒前掲益田『明日の人たち.!I6-7頁。

同前掲全自調査部『調査情報.!INo. 5， 149頁。
倒 日産分会元三役N氏談。

制前掲益田『朗自の人たち.!I7頁。

倒前掲益田「職場討議と職場闘争J27貰。

第 3節賃金闘争としでの職場闘争

1. プレミアム闘争
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臼産分会では，プレミアムに対する労働者の不満はそれが導入された1949

年 5月以来?嬬っていたが，特需生産が始まってから一斉に噴出し， 1952年

のプレミアム闘争..53年の賃上げ闘争へと発展していく。今，その過程で現

れた労働者の不満のうち，代表的なものを列挙すれば，次のとおりであるω。

① 「職場，支部聞の残業プレミアムに図る『手取りの差.!IJ

②「低い基本賃金を残業プレミアで補ってゆく賃金制度」

③「直接間接の関係J(三間接の「基本率」が直接の70%におさえられていること)

③「残業をなくし定時間態勢で増産しても基本率がその努力に比例して表われて

来ない」

⑤ 「同一プレミアム制度でありながら常に率の高い処と常に低い処に限定される」

一一吉原工場は横浜工場より高く，横浜工場では「何時も率の高い処は研磨作業，

仕上作業の如く手作業と体力で作業が出来る処，何時も率の悪い処は自動盤の如

く常に一定の時間を要する作業の処」

①，②は「附加率」に関ずる不満であり，③~⑤は「基本率」に対する不

満である。では，かかる不満を背景にどのような闘いが組織化されたか。日

産の組合は分会として，まず①，②の不満を方針に具体化した。これらの不

満こそは，職場における残業規制との関係で極めて切実になってきたのであ

り，また， r附加率」が全社を単位とすることから分会として統ーした闘い

に組織し易いという性格をもっていたのである。 51年春季賃上げ闘争で日産

分会は「定時間で喰へる賃金Jを要求し， rプレミアムを基準ベースに繰り

入れ安定せよ」と主張した。 この闘争の結果， r附加率」の基準台数が 500

台ー→ 1;000台になり，他方，臨時手当の倍率が 4.6ー→ 6になる形でプレ

ミアムの基準内化が一部実現した∞。かくて.25年 12月には 23.9%であっ
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たプレミアムの構成比は26年5月には 11.5%となり，臨時手当は 29.3%か

ら38.4%へと構成比を高めた〈め。残業規制がプレミアムの減額に投影する

度合は相当薄くなったといえよう。かくて，職場の残業規制は重要な橋頭盤

を得た。もちろん残業規制は「附加率」との関係のみで決まるのではなく，

究極的には職場の闘争力によるといわねばならないから，前節の本社設計部

管理課の職場大会の事例の如く. 1952年にな、っても限度枠一杯の残業が続い

ている職場もあったが，会社が組合に苦境を訴えていた横浜工場第1製造部，

第 3製造部の残業規制などは，かかる条件を抜きには語れないといってよい

だろう。

さて， 日産分会が第二に実現したのは③の不満の解決で、ある。 1951年10月

斗争の際， 日産分会は「間接部門のプレミアム基本率を最低 80%まで引上

げる(4)Jことを要求しこれを実現した。とはいえ，直間格差はなお残るの

であり，間接部門の不満は依然としてつづく。

では，直接部門の労働者の「基本率」に関する④，⑤の不満についてはど

うか。日産分会は1950年9月の基準賃金引上げ闘争の際，組合の原則的立場

から残業規制しつつも，作業能率向上で8月の生産台数を達成したが，それ

が報われない(5)， と述べていた。が，⑤から容易に想偉される工場開・職種

聞の労働者の感情的対立の前に，闘争を組みえないでいた。 49年のプレミア

ム制度化にあたり，実は日産分会は標準時間の設定そのものには批判してい

なかったのでありω，このことが闘争の組織化を妨げる原因になっていたと

考えられる。

さて，④，⑤の不満は，詰まるところ，標準時間の設定の仕方にゆきつく。

そして，ここで注意しておくべきは. 1952年8月，横浜工場製造課の意見す

「プレミアム率と能率は比例するというが，これは標準時聞が正しい場合一

応いえる」と述べていることに現われている如く，職場組織は正しい標準時

聞が存在することを前提とし，その標準時間の設定の仕方が「時計を計る人

作業をする人により時聞が違っている事，これを政治的に課長，現場，作業

課[==査業課〕との間で決定されるの」現状に批判の目を向けていたことで

ある。このように，職場組織が標準時間の存在に疑問をはさまず，もっぱら
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その設定の仕方を問題としていたことには，一定の根拠もあった。すでに第

1節でみたように，機械設備が老朽化し作業時閣の測定は相当ラフであっ

たと考えられる。実際， 日産ではワークファクタ一方式の導入が51年から研

究されたが，それによる全作業のマスターテープル(時間基表)が完成した

のは. 1955年のことである(8)。そこで，職場闘争がこの作業時間の測定と課

長，現場，査業課聞の折衝過程に向けられた向。が，その壁は厚かった。

「時間切下げ作業条件が変った以上に時間が切下げられJ.また「努力して率

を上げるとその実績を理由にタイムの切下げをやられる」のであるj資本の

管理の手段である標準時間とは，本来こうじたものである。

1952年夏，吉原工場では f8月1日以降はプレミアムを拒否することを」

各職場で決定し強力な支部交渉を展開した町一方，横浜工場で、も職場委

員長連絡会を中心に検討を進め，その中から「労働に対する正しい賃金制度

を確立せよ」という声が高まり，この年9月のプレミアム中央交渉を経Olh

遂に1953年5月，経験別最低賃金を目指した賃金闘争たおいて，分会は「プ

レミアムの固定・廃止」を要求するに至った(12)。プレミアム闘争とはかか

る52年から 53年にかけての闘いをさす。それは，未だ標準時閉それ自体へ

の批判までには到達しなかったが. 50年夏のプレミアム増額要求から十その廃

止へ， というコペルミクス的転換を推進したのである。

2. 賃上げ闘争時の職場闘争

ところで，プレミアムに対する闘いが上述の如くであったとするならば，

残業規制を基軸とする職場闘争は，その条件を確保し，また残業規制のツケ

を取り戻すため，必然的に基準賃金の引上げを求める闘争へと進まねばなら

ない。かくて，職場闘争は，賃上げ闘争時の分会の争議戦術となる。そこで，

ここではその形態を明らかにしよう。

表 4は. Ii'日産自動車 30年史』をもとに，山本潔氏が作成された表である。

ここには，いくつかの職場闘争の形態が記されている。が，それに含まれな

い注目すべき闘争形態が存在する。これをみると，第一の形態は残業拒否で

ある。それは最も初歩的形態であるが，職場委員長が協定を拒否さえすれば
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賃 上 げ 闘 争12，000円賃上げ(マ・パ方式)1数回|時間内組合大会，集団交渉，サト時金で妥結(不就|賃金カット実効
(52. 3. 18~4. 27) 1等 vs拒否 ボ， 4.22波状スト 操賃金カットなし

夏お23Tl一時金問円等 |数回会問観の譲歩「

賃上げ・諸要求闘争|基本給根本的改正・年末資金 110数回 1時間内職場大会 !多くの修正をみて妥|
(52.10. 25~12.12) 1要求 vs拒否 1 11. 27スト 陪 ! 

6項目要求闘争1臨時工本採用・特殊作業手当 111回 1 一一 | ←ー |大争議の端緒
(53. 3. 18~5) 改正生産奨励金改正等vs拒否

全白日産分会大争議 賃上げ・退職金制度・夏季一 23回
時間内連部職課日場長1大時と会間の， サボ， 集交団渉半交渉

ノーワーク・ノーベ 8.30組合分裂

(53. 5.25~9.21) 時金等要求 vs拒否・ノーワ (前13回)
6.25 -ílIl~*è C7)r長時間の 」イの原則確立 日産労組結成7. 3 スト;7.11 日

ーグ・ノーベイ スト
7.17無期限部フ分スト，生産完全

スト
8. 5会社側ッ 「工場閉鎖」

注)山本潔「労使関係調査会中間報告・自動車工業における労賃関係機構の展開J(東京大学社会科学研究所『社会科学研究』第30
巻第5号， 1979年3月)294--5頁による。但し，一部補筆訂正。 h 司

、司
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実行できるのであり，かつ効果も高い。 1950年の越年闘争では，分会は「各

職場は全員残業拒否以上の指令を出した(13)Jが，残業拒否はどの闘争時に

も多用された。例えば，後に第二組合として成立した日産労組もいう。「闘

争を始めようとする時期になると，必ず残業を拒否する。配転も残業も，ど

んな正当な理由があっても，絶対に反対する(14)J。

表に含まれない第二の形態は，ラインスピードの規制である。日産労組は

「例えば，組立では，車のオフライン・スピード(これによって，車の生産

台数が上下する)が組合により管理されていた。課長が今日は台数を上げよ

うとしても，係長，組長は，職場長常任を恐れ，不可能であった(15)Jと述

べているが，聴取りによれば，これは分会闘争時の姿であった。

さて，第三の形態は，表にもある時間内職場大会，職場集団交渉である。

これについて，会社は次のように述べている(16)。

「紛争時になると全員大会，職場大会，職場討議等を頻繁に就業時間中に行って，

その間組合員等をして職場を放棄せしめ，実質的には波状的又は間欺的な無通告の争

議行為を行ったのである。而も当時組合員であった課長等をこの職場大会，職場討議

に参加せしめ組合の要求を職制である課長に認めさせてその結果を団体交渉に持込ん

で会社に圧力をかける〔中略〕しかも之等の職場の組合活動は， 無通告で波状的，間

歌的に行われる為に職場の作業が著しく混乱し，一貫流れ作業の能率低下は勿論のこ

と，遂には撤痔状態に追込まれる」

では，課長が職場大会で組合の要求を拒否した場合， どのように展開する

か。「作業時間中に，随時に職場を放棄し(勿論一銭も引かれない)徹底的

にその職制を吊上げ」る。結局「職制は上長が自分を誰ひとり，カヴァーし

てくれないのみか，仕事が出来ないからという理由で(職場放棄で作業が止

るから)転職もしくは降職され」るので， r係長，組長はJr職場長及組合幹

部の鼻息を伺」い， r部課長の中にはJr組合を利用して仕事をしよう」とす

る者さえ出る(17)。

表中にある生産サボ，職場サボとは，こうした職場大会，職場集団交渉の

別の表現であり，また部分ストは職場大会，職場集団交渉の発展した形態で

ある。かかる闘いの直接の結果である日産労働者の賃金については，さしあ

たり図2を提示しておこう。基礎としたデータに不満が残るが，他の製造業

30，000 
円

25，000 
円

20，0目

15ρ 

図2 名目賃金(税込)

、、、、、

聞出l¥

見0自

161216・.. . • '12 i ム

月 月 月月 月 月月 A 
-一一-1951!f.'一一一一J 一一一一-1952年ー一一一」ー1953年一

注)1・ 「全製造業」は労働省『資料労働運動史』各年より， rトヨタJrいすず」
「日産」は自動車産業経営者連盟『自経連資料・自動車産業従業員調査月報』

各号により作製。但し， IF自経連資料』の 1952 年 9~12月分， 1953年3月分
は欠号。

2・ 「日産J の 1951 年 2~3 月， 1951 年 7 月 ~1952年 6 月の数値は横浜関係の
平均，他は全社平均。

と比較して高賃金をうたわれた自動車産業の中で、も，日産分会は際立つて高

い賃金をかち取っていたことがわかろう。特にマーケット・パスケット方式
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による賃上げ要求を会社側に拒否された， 1952年春までがそうである。

ここで，前節との関係で以下の点を確認しておきたい。第一に，ラインス

ピ{ドの規制，職場大会，職場集団交渉は日産分会の闘争時に関われた闘争

形態であり，それは職制を統制下におさめ，その機能の「麻痔(1め」をもた

らしTこ。

第二は，先にみた職場組織による「日常の生産と労働」に対する発言権の

大きさも，実はかかる分会闘争時の職場闘争を実力的背景としていたことで

ある。部課長は職場委員会の顔色を窺いつつ生産計画の達成をはかる。

第三は，だがしかしかかる分会闘争中の職場闘争の経験が日常的規制に

必ずしも生かされなかったという点である。ラインスピード，昇進人事は，

日常の世界では「経営権」に属すると考えられていたので、ある。

第四に，職場の日常的規制においてみられた就業時間内の組合活動は，分

会闘争時の職場闘争において大量かつ先鋭化した姿となって現象した。以上

である。

(注)(1) r日産旗旬報」各号。

(2) r日産旗旬報JNo. 131・132合併号 (1951年5月21日)。

(3)(7)帥(11) r日産旗旬報JNo. 171 (1952年8月11日)。

(4) r日産旗旬報JNo. 142・143合併号 (1951年9月21日)。

(5) r日産旗旬報」臨時号 (1950年9月29日)。

(6) 前掲嵯峨「日産争議論序説J(中)132頁。

(8) 前掲日産『日産自動車 30年史.!I294頁。

(9) 前掲日産分会元常任zr日産における組合の職場活動， 特に職場交渉につ

いて」参照。

同 「日産旗旬報」号外(要求書)。

帥 「日産旗旬報JNo. 122 (1950年12月22日)。

帥前掲日産労組『日産争議白書.!I15頁。

帥向上書， 12頁。

同 「昭和28年(ヨ)第550号，第880号地位保全仮処分命令申請事件一一被

申請人最終準備書面J54頁。

制前掲日産労組『日産争議白書.!I12-3頁。

同前掲日産『日産自動車 30年史.!I264頁。
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結

全白日産分会の職場組織は，以上にみた如く， r日常の生産と労働」に関

し強力な発言権を行使していた。とりわけ残業，応援，配転，要員等に関

しては交渉事項になっており，その交渉の過程で、は，更に広範な問題に発言

していた。その意味で，職場組織を通さずには「日常の生産と労働」の何事

も決まらない， といってよい。

だが，規制の程度をみると，普通考えられている程高くない。残業規制も

l例外とはいえぬ。この問題を考えると，残業規制を考察した際に登場した一

般組合員へのかの警告が想起される。日産分会の職場闘争は，実は一般組合

員自身が担うというよりは，活動家である職場委員長，職場委員が担うもの

であったが，規制のレベルを規定したのは，究極的には一般組合員の意識で、

ある。

が，今一度，想起しなければならないのは，昇進人事，ラインスピードと

いった「経営権」の深奥に触れる問題に関しては，職場組織は直接関与して

いなかったことである。それは，常任グラスまでがこれらの問題を「経営権

に属するJと把えていたためである。また，標準時間の設定それ自体に対す

る批判がみられなかったことに窺える如く，日産の職場闘争は資本の管理そ

れ自体を拒否するという地点にまでt土届いていない。「生産の主導権をにぎ

る」ということも，やはり，組合結成以来の「産業復興Jr.経営の民主化」の

線上で観念されていたといえよう。「労働者の生産力こそ，建設の基本だ」

という確信は， r生産の主導権をにぎる」という目標に向かわせるが， 今い

った如きであればこそ，残業規制とひきかえに，報われることの少い強度の

高い労働を受容させることにもなるのである。

もっとも，分会の賃上げ闘争中の職場闘争は，その大衆性といい，その内

実といい，以上に述べた限界を突破する芽をふくんでいた。が，ついに自覚

化されずに， 53年に突入する。

ところで，それにしても職場組織は「日常の生産と労働」に強力な発言を

行なっていた。では，何故行ないえていたのか。それこそ，課長以下の職制
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を統制下においていたこと∞，就業時間中の組合活動の権利をかちえていた

ことである∞。では，それを可能とした条件は何か。確かに，分会闘争中の

大衆的圧力，課長を組合員としていたことはあろう。が，すでに日常的規制

を要約する際に引用した箇所で提示した如く，特需経済の枠組みがこれを可

能にしていたといわねばならない。納期に追われる生産は，職制層に組合へ

の妥協を強要したのである。日産の職場闘争は，このように，特需経済の枠

組みの中で，そのシワ寄せに対して闘われ，開花したのである。

以上が. 1生産の主導権をにぎる」と称された日産分会の職場闘争の内実

である。したがって，特需が終わり，経営陣が決意を固めれば，その全面攻

撃を受けずには済まない。すでに1950年春，会社は組合に「課長全員を非組

合員にしたい」と申し入れ，又，この年4月の全自の大会出席者の給料変動

部分を差し引くと申し入れω，ーたんはこれらを拒否されたものの. 50年3

月から職場内監督者訓練を開始してω，職制層の掌握に努めつつ. 1951年7

月7日，就業中の組合活動のノーベイを原則とする「七夕提案」を行ってい

る。そして. 1952年春の賃上げの拒否が会社の第1回日の本格的反撃であっ

た。第2回目が1953年なのである。

(注)(1) 前掲日産会会『自己批判書(案)JIは， むしろ，就業時間中の組合活動の自

己目的化を自己批判している。同書・ 43頁参照。

(2) 前掲佐藤『戦後日本労働運動史JI(上)212頁は， これを職制機構との癒着

と評する。
(3) r日産旗旬報JNo. 108・109合併号 (1950年5月1日)。

(4) 前掲日産『日産自動車30年史JI245-6頁。
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監査認識様式論の探求(下)

秋月信

V 

IVにおける省察から，会計入社会の「生活様式」の解明こそが決定的に重

要なものであることが明らかになったのであるが，ここでは，そのことをさ

らに強く裏付けるために， しかも，近年展開されつつある「監査人の意見形

成の論理」に関する諸論議ωに内在する問題点、を尉扶するために. 1論理の

成立」ということについて少しく検討しておきたい。そして，その際，手掛

かりとして. 1語の意味」についての考察から始めようと思う。

さて. Wittgensteinによれば. 1語の意味は何か」という形で語の意味を

求めることは妥当ではなし、。「語の意味は何か」と問うのではなく. 1語はど

のように使用されるか」を問わねばならないのである。語の意味というもの

は，我々人間の現実の言語行為(=語の具体的場面における具体的使用)の背

後に独立して存在しているものではないからである。かくして，Wittgenstein 

によれば. 1語の意味」とは「語の意味の説明によって説明されるところの

ものJ(第 560節)に他ならない。それは，その説明の仕方によって示され

るその語の論理的な身分が明噺にされるからである。そして，その場合に重

要な役割を担うのが「規準」なのである。なぜならば，語の意味を説明する

とは，その語の使用の適否を判断する「規準」が何であるかを明確にするこ

とに他ならなL、からである。しかし言うまでもなく. 1意味」と「規準」

とは同義ではない。 Eで引用した事例が示すように. 18月 19日，午後 1時

5分15秒，甲子園球場において，稲妻が閃き，それから約2秒後に，約3秒

間に亘って雷鳴が轟いた」という「報告文」が「そのとき，甲子園の上空は，

一点のくまなく晴れわたってはいなかったことJ(a)や r雨が降っているか，

降ったばかりであるか，降りそうであるか，のいずれかであることJ(c)を意


